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特記仕様書1

　・コンクリート埋込配管は、鉄筋が複筋の場合は下筋の上側またはこれと同一平面の上に、

　　　　　　　　　　　　　　　　・祝　（　　：　　～　　：　　）　・不可

（※）総合図は請負者が建築、設備その他関連する他業者と総合調整を行い、各工事に含ま

本設計図書は工事の大要を示すものであり、着工前に施工図、総合図（※）を作成のうえ、

術上当然施工すべきであると認められるものにあっては監督員の指示どおり実施するものと

監督員の承諾をうけること。なお本設計図及び仕様書に詳細の明示なくとも理論上、施工技

※工事中の騒音、振動、閃光その他のついては、関係法規に従い適切な措置を取り、災害、

※ 安全、衛生に関する管理は、施工者がその責任に於いて関係法規に準拠して行う。

設計図書の参考数量と調査数量に差が生じた場合は協議し、設計変更を行い、施工範囲を決

施工に先立ち監督職員の立会いを受け施工数量調査を行う。調査後は調査報告書を提出する。

与えた部分の補修

・適用する     ・ 適用しない

　公害が生じないようにする。

れる部品、器具の類を同一平面図、展開図、天井伏図に網羅記入したものとする。

する。この際原則として工事費の増減は行わない。

※

※

※

技能士

施工図の作成等

　適用工事

災害、公害防止

安全対策

調査範囲　　　・図示　　・

定し、清算を行うものとする。

補修方法　　　・図示　　・

調査方法　　　・図示　　・

既存部分に損傷を与えた場合は元通り復旧させること。

工事の着手に先立ち、施工計画作成のため調査を行う。

※

※

部分の補修

工事中損傷を

調査のための破損

※

※

施工数量調査

施工計画調査

　（５）廃油　　　　　　　　　　・有（　　　　　　　　　　　　）　・無　

・厚鋼電線管

５）電線管の使用区分と外装等

・ＦＥＰ　　　　　　・ＰＥ

・厚鋼電線管（防蝕テープ巻）　　　　　　・ＨＩＶＥ

・薄鋼電線管　　　　・ねじなし電線管　　・ＶＥ

・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　・

・厚鋼電線管　　　　・ＣＤ　　　　　　　・ＰＦ

・薄鋼電線管　　　　・ねじなし電線管　　・ＶＥ

　　　　４）硬質塩化ビニール電線管の施工については、支持間隔と周囲温度等を十分考慮

　　　　３）水気のある場所のネジナシ電線管の使用は不可とする。

　　　　２）空配管にはビニール被膜鉄線を入線のこと。（用途名札を取付けておくこと）

　（注）１）鋼製電線管、ボックス等の電気的接続には、アースボンドを使用する。

　（６）保温材　　　　　　　　　・有（　　　　　　　　　　　　）　・無　

　　　　　　の上行うこと。

屋外露出部分

地中埋設部分

一般部分

　（２）騒音振動作業可能日時　　・平日（　　：　　～　　：　　）　・不可

　（３）火気の使用　　　　　　　・可（　　　　　　　　　　　　）　・不可

　（５）工事用電力・水道引込　　・敷地外より仮設電力引込

　（７）作業用仮設足場　　　　　・本工事　・別途工事

　（８）現場養生　　　　　　　　・本工事　・別途工事

　（６）エレベーターの使用　　　・可（　　　　　人乗り　　　　）　・不可

　（９）現場事務所、作業員詰所　・本工事　・別途工事　　借用スペース　・有　・無

　（１）石綿（アスベスト）　　　・有（　　　　　　　　　　　　）　・無　

　（２）フロンガス　　　　　　　・有（　　　　　　　　　　　　）　・無　

　（３）ハロンガス　　　　　　　・有（　　　　　　　　　　　　）　・無　　

　（４）汚泥　　　　　　　　　　・有（　　　　　　　　　　　　）　・無　

　（４）Ｘ線撮影　　　　　　　　・要（　　　　　　　　　　　　）　・不要

４）撤去材、廃棄材の処理

　　　　　　　　　　　　　　　　・土　（　　：　　～　　：　　）　・不可

　　　　　　　　　　　　　　　　・日　（　　：　　～　　：　　）　・不可

　　　　　　　　　　　　　　　　・祝　（　　：　　～　　：　　）　・不可

　　　　　　　　　　　　　　　　・敷地内既設の施設利用　※不可　・可（※有償・無償）

　　　　　　　　　　　　　　　　・敷地外より仮設水道引込

　・防火区画・防火上主要な間仕切貫通部は、建築基準法令第１１２条に

　・硬質塩化ビニール電線管の施工については、支持間隔と周囲温度等を十分考慮のうえ行

　・拡声装置等弱電機器においては原則としてＤ種接地工事を行う。

　　また柱筋及び壁筋においては筋の内側とする。

　・耐熱性能が要求される配電盤等は建築基準法、消防法の規定に準じ納入、施工すること。

　・コンクリート基礎の機器固定に使用するアンカーボルト・ナット類はＳＵＳ製とする。

　・期間内に生じた施工・材質及び構造上の不備に起因する不具合等は請負者の負担

　・音響設備と調光設備の配管配線は離隔をとって施工のこと。

　・屋外から建物に至る配管配線は地盤沈下対策を十分考慮して施工のこと。

　・エキスパンションジョイント又は電動機接続部分等においては要求される可とう制に応

　・盤から天井まで予備管を設けること。（指示のない限り２５×３）

　・スイッチ取付位置については、扉開閉方向を確認のうえ施工すること。

　　じてプリカチューブ又はフレキシブルチューブを用いること。

　・耐震措置を考慮するのは、建築設備耐震設計・施工指針により施工のこと。

　　にて速やかに対策を講ずるものとする。

　　うこと。

本特記仕様書の取扱いについては、項目欄は※印および 　印のついたものを適用する。

また、特記事項欄は 　印をつけたもの（ 　印のない場合は※印）を適用し、 　と※のある

場合は共に適用する。

３．特記仕様書　４.設計図書　５．共通仕様書又は標準仕様書

設計図書の優先順位は下記による。

工事の着手に先立ち、総合施工計画書を作成し、監督職員の承諾を得ること。

工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を得ること。

１．現場説明に対する質問回答書　２．現場説明書　　

※

※

※

施工計画書

実施工程表

優先順位

※

※

取扱い方

本特記仕様書の

第１章　一般共通事項

適用

６．工事概要

工　事　概　要

工事種目　　

５．工事種目

４．建築概要

２．工事場所

３．敷地面積

１．工事名称

建物名　　
・電力引込工事負担金　　（・本工事　・別途）

１）現行法規適合状況特記事項　・

　（３）その他　　　　・適　　　・不適（　　　　　　　）　

　（２）消防法　　　　・適　　　・不適（　　　　　　　）

　（１）建築基準法　　・適　　　・不適（　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　遡及適用　・有（　　　　　　　　）・無

　　　　　　　　　　　遡及適用　・有（　　　　　　　　）・無

　（１）設計図　　　　　　・有　　・無　

　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　）

　（３）竣工図　　　　　　・有　　・無　

　（４）施工図　　　　　　・有　　・無　

　（２）設計計算書　　　　・有　　・無　　

　（１）工事可能日時　　　　　　・平日（　　：　　～　　：　　）　・不可

　（５）各種届け出図書類　・建築確認申請書　・消防関係届け出

　　　　　　　　　　　遡及適用　・有（　　　　　　　　）・無　

３）工事上の制約

２）既存建物書類保管状況

　　　　　　　　　　　　　　　　・土　（　　：　　～　　：　　）　・不可

　　　　　　　　　　　　　　　　・日　（　　：　　～　　：　　）　・不可

　・総合操作盤　　・調光装置類

　・配電盤類　　　・照明器具（特注品）　・中央監視装置

　・受変電盤類　　・発電装置　　　　　　・蓄電池機器類

下記の機器については、製作工場において監督員立会のもとに検査を行う。

供給点以降の付帯工事は、引渡しまで本工事請負者の負担とする。

※安全，衛生に関する管理は、施工者がその責任において関係法規に準拠しておこなう。

工事用及び試運転に要する電力、水、ガス等の使用料金（基本料金も含む）及び指定した

・竣工引渡しまでの自家用工作物の保安業務及び諸費用

・電波障害対策申請諸費用（・本工事　・別途）

・電気主任技術者の諸費用（・本工事　・別途）

・電柱移設費　　　　　　（・本工事　・別途）

※

※

負担

安全対策

工事用電力等の

※ 工場立会検査

　　見えがかり部分は洗剤を使用するなどして、十分に清掃を行うこと。

　　い部については調査できていない。従って、撤去工事に当たっては、事前に現場調査を

　※当工事の設計に当たり、現況の調査確認は目視にて行っており、壁内や天井内等の隠ぺ

　※調査の結果、設計図書とのくい違いが生じた時は工事着手前に監督員に報告し協議の上、

　※撤去機器は全て請負者において引取処分をすること。費用は本工事に含む。

　・地下構築物等でのコンクリート埋込配管においては原則としてＵ字型の配管をさける。

　・照明器具（２０Ｗ×２灯相当以上）は建物構造体に直接支持すること。

　・テレビ・ＦＭアンテナの取付は電界強度測定を行い、最良の受信状態になるよう調整す

　・空配管には呼び線（ビニール被膜１．２ｍ／ｍ以上の鉄線）を掃除後導入すること。

　・通信設備については、ローテンション・アウトレットあるいは、壁付ボックスより、卓

　・非常照明器具の位置ボックスについて電源別置方式のものは一般用及び非常用の位置

　・最上階は原則としてスラブ埋込配管を避ける。

　　上機器等に至床配線はビニールプロテクターに収容する。

　　尚、内容等を監督員に報告し、指示に従うこと。又、既設部分で汚染・損傷の恐れがあ

　※工事中に改修範囲以外の部分を撤去及び破損した場合は、施工者にて現状復旧すること。

　　監督員の指示に従い原則として工事施工者にて処理すること。

　　ボックスを設ける。

　　ること。

　　十分行い、工事着手の事。

　　る部分は適切なる方法にて養生を行うこと。

　※取外した上再使用する機器は清掃し、絶縁抵抗測定の上取付けること。尚、照明器具の

　　いようにすること。尚、下記の書類（写し）を提出する。

　※産業廃棄物の処理は担当官庁と十分調整を行い、不法投棄、有害物質等による汚染のな

　　に応じてＸ線撮影により、電気配管の切断による事故を防止すること。

　※既設部分へのアンカー打設、はつり、穴明けに際しては、現場調整を十分に行い、必要

　※既設コンクリート部分のはつり、貫通はダイヤモンドカッターを使用のこと。尚、復旧

　　はモルタル補修とする（仕上げは建築工事）。

　　　　３　産業廃棄物処理引受書

　　　　２　産業廃棄物処理業許可書

　　　　１　建築廃棄物処理委託契約書

電力ヒューズ

予備ヒューズ・表示灯

９）その他

各所鍵類

８）予備品

　　　　全数

全数の５０％

　　　　全数

第１章　一般共通事項第１章　一般共通事項

写真撮影は監督員の指示による他、（社）公共建築協会「工事写真の撮り方」に準拠する

工事途上の写真撮影、測定記録等は、アルバム、ファイル等に製本（合本も可）する。

工事竣工時に下記資料を提出する。（提出部数は監督員の指示による）

・その他監督員の指示した資料。　　　　　　　　　　

・工事試験成績表、その他監督員の指示した資料。　

・工事記録、電気回路、絶縁試験表、自動制御作動試験表。

・竣工図ＣＡＤデータ（ＭＯ、ソフト ＡｕｔｏＣＡＤ）　　　　　　　　　　　　　

・機器承諾図、取扱説明書、竣工図（様式は別途指示する）

工事竣工検査時に下記資料を提出する。（提出部数は監督員の指示による）　

工事施工及び建物使用開始（含む仮使用）に必要な書類・図面の作成及び関係官庁等への

手続申請は施工者の負担により遅滞なく行うこと。

請負者が納入し工事に使用する材料、機器等は下記による。

・別項指定メ－カ－リストより選定し監督員の承諾をうけたもの。

・工場立会検査または公的機関の認定をうけ検査に合格した新品。

提出書類等　

竣工時提出書類等　

諸官庁手続

※

使用材料、機器等

工事記録　※

※ 竣工検査時

※

ものとする。 　　　　　２）電線、ケーブルには用途行先表示札を取付けること。

　　（注）１）電線の接続及び機器端子接続は原則として圧着端子類を使用する。

　　　　　　　　　　地中配線　　●６００Ｖ架橋ポリエチレンケーブル（ＣＶ）

　　特記なき電線は　一般配線　　●６００Ｖビニール絶縁電線（ＩＶ）

６）電線及びケーブルの使用区分と電線相互の接続

　　　　　　　の際、建築仕上材料との適応性について十分考慮し、適切なる耐火、耐熱被

　　　　　３）非常照明及び防災電源用配管配線は、関係各法規に準拠し施工すること。こ

　　　　　３　産業廃棄物処理引受書

　　・ドアーホン

　　・スイッチ、アッテネータ

　　原則として次の数値とする。（ｍｍ）

７）器具の取付高さ

　　・化粧鏡灯

　　・分電盤類

　　・時計、壁付スピーカー

　　・コンセント、テレビ受口、電話受口

　　　　　２　産業廃棄物処理業許可書

　　　　　　　膜を行うこと。

床上１２５０（和室畳上１２００）

床上　３００（和室畳上　２００）

天端天井面　　　－１５０

鏡天端より上部へ　２００

盤天端は床上　　１８００

（アクリルエッチングによる）

　・ハンドホール内においてケーブルには行先、サイズ、用途を明記する。

　・弱電機類については、納入時の最新機器を監督員の承認の上納入のこと。

　　・密閉容器とは、ドラムカン等の市販製の容器とする。

　　・保管場所及び容器には、「ＰＣＢ廃棄物」である旨の表示をすること。

　　・製造年月・製造所名数量等を記載した調書を提出する事。

　・本工事範囲内におけるＰＣＢ使用の廃安定器・廃コンデンサ等の取扱いは、次によるこ

　　・既設器具より安定器・変圧器・コンデンサ等を取り外し、密閉容器に収納したうえ

・消防法

・建築基準法

・内線規程　　　　　・電気事業法（電気設備技術基準）

・公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　（令和４年度版）

書及び指定共通仕様書に準ずる。

・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　（令和４年度版）

・建築設備工事共通仕様書（日本建築家協会）　　　　（２０２１年度版）

注）本工事範囲に於いて施工する建築工事、衛生設備工事、空調設備工事は各工事特記仕様

事項で本工事に関連ある事項はすべて法令基準規定及び下記の工事共通仕様書を適用する。

図面、特記仕様書及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない
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　　　　　　　　　　　　　　　　○６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン

　　　　　　　　　　　　　　　　　シースケーブル（ＥＭ－ＣＥ）

　　　　　　　　　　　　　　　　○６００Ｖ耐燃性ポリエチレン絶縁電線（ＥＭ－ＩＥ）

　　　監督職員の指示場所に置くこと。

（注）上記メーカー以外のものを採用する場合は、監督職員の承諾を得ること。

材 料 ・ 機 器 メ ー カ ー 名

舞台照明

舞台音響

昇降機

防犯機器

避雷針

電気時計

駐車場管制装置

火災報知機器

ＩＴＶ装置

テレビ共同聴視

拡声装置

インターホン

電話機器

照明器具

パナソニック、シチズンＴＩＣ、セイコータイムシステム、沖電気工業

パナソニック、コイズミ照明、日立ＧＥライティング、岩崎電気、

日本電気、富士通、パナソニック、岩崎通信機、日立製作所、沖電気工業

アイホン、東芝ライテック、パナソニック、岩崎通信機、ＴＯＡ、ケアコム

ＴＯＡ、パナソニック システムネットワークス

日立国際八木ソリューションズ、ＤＸアンテナ、パナソニック、マスプロ電工

ＴＯＡ、パナソニック システムネットワークス、ＪＶＣケンウッド、

アマノ、三菱プレシジョン、オーテック電子、日本信号

パナソニック、ホーチキ、能美防災、ニッタン、日信防災

パナソニック、梅田電機、竹中エンジニアリング、オーテック電子

大阪避雷針工業、ＮＩＰエンジニアリング、塚本避雷針工業、四興、

パナソニック システムネットワークス、ＪＶＣケンウッド、

合成樹脂製電線（ＰＦ管、

矢崎電線、タツタ電線

中央監視盤

配線器具

蓄電池及び充装置

避雷器

発電装置

低圧配線用遮断器

低圧電磁開閉器・接触器

電力用コンデンサー

計器類

変圧器

保護継電器

警報盤、通信端子盤

動力制御盤、電灯分電盤、

特高機器

ケーブルラック

鋼製電線管及び附属品

電線ケーブル 同上・上記各社を代表会社とするグループ内会社

パナソニック、丸一鋼管、日本パイプ製造、外山電気、東芝鋼管、

摂陽工業、電成興業、ネグロス電工

積水化学、パナソニック、矢崎電線、クボタ、住友電気工業、

古河電気工業、日動電工、日本パイプ製造、クボタ、三菱樹脂、東拓工業、

西日本電線、未来工業、カナフレックス・コーポレーション

摂陽工業、外山電気、ネグロス電工、パナソニック

日新電機、明電舎、三菱電機、東芝、日立製作所、富士電機、東芝、

上記メーカーの他

三菱電機、東芝、日立製作所、富士電機

東芝、三菱電機、日新電機、日立製作所、富士電機、明電社、ダイヘン、

利昌工業（モールドのみ）

ニチコン、日新電機、パナソニック、三菱電機、東芝、指月電機製作所

三菱電機、日立製作所、東芝、富士電機、横河電機、東洋計器

三菱電機、日立製作所、富士電機、東芝、パナソニック、戸上電機製作所、

安川電機、新愛知電機製作所

三菱電機、パナソニック、日立製作所、東芝、寺崎電気産業、富士電機

パナソニック、ＧＳユアサ、新神戸電機、富士電機、古河電池

ヤンマー、明電舎、三菱電機、日立製作所、東芝、富士電機、神鋼電機、

パナソニック、日新電機、富士通、アズビル、森井電業、日満、横河、

音羽電機、三菱電機、コスモシステム、デンケン

ジョンソンコントロールズ、三菱電機、日立製作所、日本電気

パナソニック、神保電器、東芝ライテック、明工社、アメリカン電機

パナソニック、日東工業

高圧・ケーブル 住友電気工業、古河電気工業、住電日立ケーブル、三菱電線工業、フジクラ、

ＣＤ管、ＦＥＰ）附属品

因幡電機製作所、新愛知電機製作所、中立電機、森井電業、内外電機、

上記メーカーの他高低圧配電盤

下平電機、別川製作所、大日製作所、かわでん、寺崎電気産業、

西芝電機、ダイハツ、川崎重工、クボタ、神鋼造機、三菱重工、オーハツ

戸上電機製作所、エナジーサポート

三菱電機、日新電機、明電舎、富士電機製造、日立製作所、東芝、高圧遮断器、高圧開閉器

ＴＯＡ、ヤマハ、日本無線、不二音響、ヤマハサウンドテック

山田照明、東芝ライテック、三菱電機照明、三洋電機、ヤマギワ、遠藤照明、

メーカーリスト（材料・機器は下記メーカーを採用すること）2

東芝ライテック、ＪＶＣケンウッド、日本無線

三菱電機、東芝

・・・

・

東京都江東区南砂町１丁目888-1他9筆

（仮称）藤﨑病院発電機更新工事

※

　・停電作業においては、事前に施工計画書を作成の上、事業主の了承を得てから作業に着

　　手する事。

　・工事着手前には現地の事前確認を十分行なった後に着手する事とし、適正な施工を行う。

　・撤去品については現地保管するものが無いか施主確認する事。

　　と。

富士電機

セイリツ工業

昭和電線ホールディングス株式会社

フジテック、三菱電機、日本オーチスエレベータ、日立製作所、

パナソニック、松村電気、丸茂電機、東芝ライテック

東芝エレベータ

1858.22㎡

改　修

●

本館改修工事に伴う電気設備工事を行う。

監督職員の指示による

監督職員の指示による

監督職員の指示による

大光電機

・建築図による。監督職員との協議による。

ウエスト避雷針

○

○（配管）

○（配管）

●

○

○

○

構　　造

用　　途

最高高さ（m）

延べ面積（㎡）

建築面積（㎡）

延べ面積　

建築面積　

棟　　数

軒　　高（m）

防火対象物(消防法)

階数（階）

建ペイ率 　　　％

容積率 　　　％

増築部分面積 既存部分面積 合　　計

単位：㎡　　（　）内は容積対象面積を示す

　　　（　　　） 　　　（　　　  ） 　　　（　　　  ）

棟

棟　　名

359.19 808.01 1167.20 62.81

2238.56 3698.14 5936.702001.89 3501.58 5503.47 296.17

3

①病院 ②受水槽ポンプ室 ③医療ガス庫

病院 その他 その他

6項イ 15項非該当事業所 15項非該当事業所

RC造 FRP CB造

７階 1　階 1　階

24.20ｍ

24.70ｍ

805.01㎡

3695.14 3.00㎡ 32.76㎡

32.76㎡3.00㎡

3.60ｍ 3.05m

既存 既存既存 増築

病院

6項イ

RC造

７階

23.665ｍ

26.785ｍ

336.15㎡

2215.52㎡

○（配管）

○（配管）

○（配管）

　　表を作成し監督職員と充分協議しその指示に従うこと。

　※特に、はつり工事は極力騒音発生の少ない工法を採用し作業順序、時間等工事工程

　（１０）資材置場　　　　　　　・有　　　・無

　（１１）駐車場　　　　　　　　・有　　　・無

　  もとづき施工のこと。範囲については建築図による。

　・乳房撮影室の工事については下記に留意すること。

　　・接地については単独Ｄ種接地とし他の機器との混合接地はおこなわない。

　　・表示灯については無電圧配線にてAWS卓までコンセントプラグ付にて配線する。

　　・メンテナンス用の（ＮＴＴ光回線）を準備する。

※ 耐震対策 ●

但し、重要機器、水槽類は耐震クラスＡとする。

甲類 ○乙類 （官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び

〇耐震クラスＳ ○耐震クラスＡ ●耐震クラスＢ （建築設備耐震設計・施工指針）

  同解説令和　年版建設大臣官房官庁営繕部監修）3

　・遮音室に設置する配線器具用ボックスは気密ボックスとする。

○

一級建築士  大臣登録第209597号

谷口　勝則

電
設備一級建築士  大臣登録第1648号



排気消音器（搭載）及び排気管の製作・据付工事

防音パッケ－ジの製作・据付工事

ディ－ゼル発電装置の製作・据付工事ａ）

ｃ）

ｂ）

ｄ）

ｅ）

（１）本工事範囲

７.発電設備工事範囲

６.支給電源

発電装置の搬入工事

始動用直流電源装置（パッケ－ジ搭載）の製作・据付工事

ｈ）

ｇ）

ｆ）

自動始動発電機盤（パッケ－ジ搭載）の製作・据付工事

５.保護装置

陰極吸収シ－ル形（ＤＣ２４Ｖ ＲＥＨ２４Ａｈ）

配線工事（発電機及び補機～自動始動発電機盤）

試運転調整（燃料は試運転分のみ）

ｄ）

セル数ｅ） １２

２Ｖ（１セル当り）

鋼板製パッケ－ジ内搭載形

１面数量ａ）

ｃ） 蓄電池

ｂ） 形式

（２）始動用直流電源装置

１面

鋼板製パッケ－ジ内搭載形

配線用遮断器（ＭＣＣＢ）

静止形

数量ａ）

形式ｂ）

ｃ） 使用遮断器

保護継電器ｄ）

メ－カ－標準予備品

（３）蓄電池関係

ａ） １式

メ－カ－標準工具

メ－カ－標準予備品

メ－カ－標準予備品

（１）ディ－ゼル関係

８.予備品・付属品

（２）盤関係

ａ）

ｂ）

ａ）

１式

１式

１式

（２）別途工事範囲

基礎工事（既設利用）ａ）

（社）日本内燃力発電設備協会「自家発電設備に関する認定技術基準」

過回転耐力 １１０％ １分間 （無負荷運転）

（２）排気消音器

鋼板製溶接構造 搭載形

膨張吸収式

１基

ｃ） 構造

ｄ） 性能

ｂ）

ａ）

形式

数量

出口１ｍにて７５ｄＢ（Ａ）以下

４.消音器及び付属機器

（１）自動始動発電機盤

３.配電盤

（６）騒音・振動

（５）耐震施工

ｂ） 停止

ｄ）

ｃ）

運転条件

遮断器

（４）運転制御方式

ａ） 起動

自動及び手動

自動及び手動 投入

自動及び手動

９０ｋＶＡ 非常用発電設備特記仕様書

（１）適用規格及び仕様書

日本工業規格（ＪＩＳ）

電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）

日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ）

ｂ）

ｅ）

ｇ）

ｆ）

ｄ）

ｃ）

電気事業法

建築基準法

消防法

１.一般事項

ａ）

ｈ）

ｅ）

ｄ）

標高

湿度

（２）設計条件

ｂ）

ｃ）

ａ）

設置場所

周囲温度

用途

８５％以下

－５℃～４０℃

屋上 発電機置場

非常用電源（長時間型）

完全に充電された始動装置により３回以上

ｃ） 許容負荷投入率 ９０％

（３）主要特性

ａ）

ｂ）

始動時間

始動回数

１０秒以内

ｆ）

ｇ）

防音パッケ－ジ内蔵ディ－ゼル発電装置

１台台数

形式

３００ｍ以下

２.０Ｇ設計水平震度ａ）

ゴム防振

排気消音器

防振装置

ｂ）

ｃ）

発電装置ａ）

出口１ｍで７５ｄＢ（Ａ）以下

機側１ｍで約７５ｄＢ（Ａ）以下（４方向平均値）

機側１ｍで約７５ｄＢ（Ａ）以下（４方向平均値）

数量

形式

ａ）

ｂ）

性能ｄ）

構造ｃ）

１基

吸音遮蔽式

鋼板製溶接構造

（１）防音パッケ－ジ

建築設備耐震設計、施工指針（２０１４年版）

ｌ）

９１.２ｋＷ

１台

－１

軽油

セルモ－タ－による電気式

１５００ｍｉｎ 

強制潤滑方式

ラジエ－タ冷却方式

数量

出力

形式

ａ）

ｃ）

ｂ）

（１）ディ－ゼル機関

２.主要機器

回転数

冷却方式

始動方式

潤滑方式

燃料

ｄ）

ｆ）

ｅ）

ｇ）

ｈ）

８秒以内速度整定時間

ｊ）

ｋ）

燃料消費量ｉ）

立形水冷４サイクルディ－ゼル機関

１台

４Ｐ

０.８（遅れ）

５０Ｈｚ

３相３線

２００Ｖ

９０ｋＶＡ

数量ａ）

形式ｂ）

（２）発電機

電圧ｄ）

ｅ） 周波数

極数ｇ）

力率ｈ）

相数ｆ）

容量ｃ）

電機子：１５５（Ｆ）　界磁：１８０（Ｈ）

連続

瞬時－３０％以内

整定±２.５％以内

１５％

ブラシレス

ｋ）

ｊ） 励磁方式

耐熱クラス

定格ｌ）

ｍ）

ｏ）

ｐ） 過回転耐力

ｑ） 逆相分電流

ｉ） 回転数 １５００ｍｉｎ－１

約２３.１Ｌ／ｈ（＋５％の裕度）

＋５％以内整定回転速度変化率

ｎ）

総合電圧変動率

最大電圧降下率

横軸回転界磁同期発電機

１１０％（３０分間）

１２０％（２分間）

過電流耐力 １５０％（３０秒間）

公称電圧

ｍ）

過負荷出力 １１０％ ３０分間

故　　　　　　障
表示灯

警報
警 報

機　関

自動停止

主回路

遮 断
外部信号

（一括）

重 
 

故 
 

障

始　動　渋　滞

過　　電　　流

過　　回　　転

潤滑油油圧低下

緊　急　停　止

冷却水温度上昇

手動運転は自動始動発電機盤の盤面にて行う。

始動を行い、復電によりエンジンの停止を行う。

自動運転中は商用電源の停電によりエンジンの

（１）補機電源 １φＡＣ／ＧＣ ２００Ｖ

（２）商用電源 １φＡＣ ２００Ｖ

約 １ｋＶＡ

約 １.２ｋＶＡ

－－－

－－－

ｉ） 「非常用発電設備の配管の耐震措置に係るガイドライン」

搭載タンク容量 ６０Ｌ

ｎ）

燃料持ち時間 ２.５ｈ

ｏ）

B-4

B-5

ヒ－タ電源

XR XF

（3A）

D

～

MCCB-H

41PXR

41N

HX

HY
HY

HX

P

N

～

RELAY UNIT

3-2

ECU

3-1

53

PS
53

53 N

MY2-D

Z1

Z2

３φ３Ｗ　２００Ｖ

３φ３Ｗ　２００Ｖ
W

AVR

V

U

6-7 5-16-9 5-2

7セグメントLED デジタル表示（切替式）

充電器回路

C-13C-16C-15

RELAY UNIT

C-14

RELAY UNIT

負荷電源

負荷商用

負荷発電

CN1-3

CN1-2

CN2-2

CN2-1

CN
1-
6

CN
1-
5

CN
1-
4

6-5

RELAY UNIT

A-6 A-2
CT

84G

MCCB-G1

83G

83G

83R

83R

83R

83G

TC

27R

SG
商用電源

Z

T

S

R

MR1 MR2 MX2 MX1

523

Y

X

522

521

TCR

K

J

IJ

IK

U

U V

EX

YL

XL

T

S

R

Z

Y

X

523

522

521

主 回 路 結 線 図

V W

J K U V W

RM SM

SMRM

83X
83X

F V A

ECU

A3 A4

A1 A2

51

4-7 4-8

ECU

Y X

約１７６８ｋｇ装備質量ｅ）

約３０２２ｋｇ動荷重ｆ）
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発電設備外形図

排風

吸気

排気出口

4×25穴
燃料タンクドレン吊り金具

監視窓

Ｒ840

（溶接式）

Ｒ840

Ｒ840Ｒ840

１００Ａ

入線口

919

830

880

1140
14
80

12
5

10

365 1500 365

2230 10

600 2250 500

590 2270 490

3350

18
58

21
05

204.5

910

Ｓ＝１／２０

基礎及び電線立上がり位置図（Ｓ＝１／２０）

操作面側

18
5

83
0

18
5

15
30
0

10
0

12
00

250
35

450 1500 450

365 365

2400

電線立上リ位置

共通台床

４－Ｍ２０用穴
共通台床底板開口（７５０x２８０）

ＧＥＮ側 ＥＮＧ側

既設基礎（Ｈ＝２７０）

22
5

350

15
0

※装備質量：約1768kg　動荷重：3022kg
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特記事項

電線立上り位置については現場にて調整をおこなうこと。



△隣地境界線
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空調分電盤

2
3
5
0

1
2
0
0

24001350

設備取出口3
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タラップ

メッシュフェンス1

RC階段1

設備取出口1

RC階段2

分電盤

分電盤

H1800

ケーブルラック

高圧

庇

屋上

ELV機械室

ELV機械室

屋外設備置場
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（745）
（
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排気

S=1／507階 配置平面図

機器表

静荷重 約 1768kg

備      　　 考

1

数 量

90kVA・50Hz・200V・75dB（A）※1

-SUS φ1141

重　　　量

排気管

番 号

2

名        称

ディ-ゼル発電装置

約 3022kg動荷重排気消音器（搭載） 75dB（A）

※　4方向エネルギ―平均

　　機側1m、高サ1.2m　半自由音場下による

▽7FL

▽7FL

入線口（150H×350W）

1

2

排風

排気

吸気

入線

入線

2
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8
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8

1

1

2

S=1／30Ａ－Ａ断面図

S=1／30Ｂ－Ｂ断面図

Ａ Ａ

Ｂ

Ｂ

既設基礎
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既設基礎

１.既設基礎の既存アンカーボルトの穴はモルタル等で

　塞いだ後、新規でアンカーボルト要の穴を設けること。

２.屋上部分の既設配管類は必要に応じて本工事で養生をおこなうこと。

注記

CVT150      (G82) (新設)

FP150-3C E22(G82) (新設)




